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(57)【要約】
【課題】　内装化粧材の亀裂やシワの発生を防止しつつ
、要求される耐火性能を満たすことができる壁面構造を
提供する。
【解決手段】木壁面構造１は、側面がそれぞれ突き合わ
せられる複数の下張りボード２と、前記下張りボード２
に重ねて固定される複数の上張りボード３と、前記上張
りボード３に貼り付けられる内装化粧材４と、互いに隣
り合う前記上張りボード３の間に形成された目地間隙５
に挿入され、両側の前記上張りボード３に貼り付けられ
ている前記内装化粧材４の側端縁をそれぞれ固定する２
つに分割された目地部材６と、前記上張りボード３の間
の前記目地間隙５と重なる位置であり、且つ、前記下張
りボード２の壁内側に重ねて設けられる目地裏ボード７
と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側面がそれぞれ突き合わせられる複数の下張りボードと、
　前記下張りボードに重ねて固定される複数の上張りボードと、
　前記上張りボードに貼り付けられる内装化粧材と、
　互いに隣り合う前記上張りボードの間に形成された目地間隙に挿入され、両側の前記上
張りボードに貼り付けられている前記内装化粧材の側端縁をそれぞれ固定する２つに分割
された目地部材と、
　前記上張りボードの間の前記目地間隙と重なる位置であり、且つ、前記下張りボードの
壁内側に重ねて設けられる目地裏ボードと、
　を備えることを特徴とする壁面構造。
【請求項２】
　前記目地間隙の両側にそれぞれ設けられる一対の下地スタッドをさらに備え、
　前記目地間隙に重なる位置に、隣接する前記下張りボードの側面同士の突き合わせ部が
配置され、
　前記上張りボード及び前記下張りボードは前記下地スタッドの壁外側の面に固定される
とともに、
　前記目地裏ボートは、前記上張りボード及び前記下張りボードと独立して、前記下地ス
タッドの間に固定されることを特徴とする請求項１に記載の壁面構造。
【請求項３】
　前記目地部材が挿入される前記目地間隙は、前記壁面構造に設けられる開口部の側縁の
上方及び／又は下方に形成されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の壁面構
造。
【請求項４】
　前記目地部材が挿入される前記目地間隙は、前記壁面構造に設けられる開口部の側縁か
ら面内方向に５００ｍｍ以内の位置に設けられることを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の壁面構造。
【請求項５】
　前記目地部材が挿入される前記目地間隙は、さらに、前記開口部が所定距離以上設けら
れない無開口壁面部の前記所定距離未満の均等間隔の位置にも設けられることを特徴とす
る請求項３又は請求項４に記載の壁面構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内装化粧材が貼り付けられる壁面構造に関し、特に建築物に加わる振動等に
よって内装化粧材に亀裂やシワが発生することを防止する壁面構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内装の壁面構造として、隣り合う下地ボードの間に目地間隙を設けておき、
この目地間隙に２つの分割体からなる長尺部材を挿入し、隣り合う下地ボード同士の相対
的な変位を許容する壁面構造が提案されている（特許文献１）。この構造は、隣り合う下
地ボードにそれぞれ貼り付けられている内装化粧材の側縁を異なる分割体に固定している
。
【０００３】
　このように構成することで、内装化粧材同士の変位もこの目地間隙で吸収することがで
きるようになり、建築物に加わる振動等によって内装化粧材に亀裂やシワが発生すること
を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開平９－２２８６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、集合住宅の界壁や特定用途の建築物における防火上主要な間仕切壁には所定
の耐火性能が要求されており、例えば下地ボードとなる石こうボードを２重に配置するこ
とでこの耐火性能を満たす場合がある。
【０００６】
　しかし、上述のように隣接する下地ボードの間に目地間隙を設ける場合、当該目地間隙
を設けた部分の耐火性能が低下し、要求される耐火性能を満たさないおそれがある。
【０００７】
　そこで本発明は、内装化粧材の亀裂やシワの発生を防止しつつ、要求される耐火性能を
満たすことができる壁面構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の壁面構造は、側面がそれぞれ突き合わせられる複数の下張りボードと、前記下
張りボードに重ねて固定される複数の上張りボードと、前記上張りボードに貼り付けられ
る内装化粧材と、互いに隣り合う前記上張りボードの間に形成された目地間隙に挿入され
、両側の前記上張りボードに貼り付けられている前記内装化粧材の側端縁をそれぞれ固定
する２つに分割された目地部材と、前記上張りボードの間の前記目地間隙と重なる位置で
あり、且つ、前記下張りボードの壁内側に重ねて設けられる目地裏ボードと、を備えるこ
とを特徴としている。
【０００９】
　本発明の壁面構造は、前記目地間隙の両側にそれぞれ設けられる一対の下地スタッドを
さらに備え、前記目地間隙に重なる位置に、隣接する前記下張りボードの側面同士の突き
合わせ部が配置され、前記上張りボード及び前記下張りボードは前記下地スタッドの壁外
側の面に固定されるとともに、前記目地裏ボートは、前記上張りボード及び前記下張りボ
ードと独立して、前記下地スタッドの間に固定されることを特徴としている。
【００１０】
　本発明の壁面構造は、前記目地部材が挿入される前記目地間隙は、前記壁面構造に設け
られる開口部の側縁の上方及び／又は下方に形成されることを特徴としている。
【００１１】
　本発明の壁面構造は、前記目地部材が挿入される前記目地間隙は、前記壁面構造に設け
られる開口部の側縁から面内方向に５００ｍｍ以内の位置に設けられることを特徴として
いる。
【００１２】
　本発明の壁面構造は、前記目地部材が挿入される前記目地間隙は、さらに、前記開口部
が所定距離以上設けられない無開口壁面部の前記所定距離未満の均等間隔の位置にも設け
られることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の壁面構造によると、下張りボードと上張りボードとが重ねて配置されており、
互いに隣り合う前記上張りボードの間に形成された目地間隙に２つに分割された目地部材
が挿入されており、当該目地部材がその両側の上張りボードに貼り付けられている内装化
粧材の側端縁をそれぞれ固定しているので、隣り合う上張りボード同士が相互に変位する
ことによって生じる内装化粧材同士の変位を目地間隙で吸収することができ、建築物に加
わる振動等によって内装化粧材に亀裂やシワが発生することを抑制することができる。そ
して、目地間隙の壁内側には下張りボード及び目地裏ボードが２重に配置されることにな
るので、内装化粧材の下地となる板材に要求される性能を満たすことができる。
【００１４】
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　本発明の壁面構造によると、下張りボードはその突き合わせ部が目地間隙に重なる位置
に配置されるので、上張りボード及び下張りボードに加わる振動は目地間隙の位置で吸収
することができる。そして、目地裏ボードは上張りボード及び下張りボードと独立して下
地スタッドの間に固定されているので、上張りボード同士又は下張りボード同士の変位に
追従することが無く、目地裏ボードに過度の荷重が加わることを抑制できる。
【００１５】
　本発明の壁面構造によると、当該壁面構造に設けられる開口部の側縁は壁面構造を構成
する上張りボード及び下張りボードの断面が小さくなる部分であるので、壁面構造に加わ
る荷重が集中する箇所である。また、開口部は建具の開閉などで衝撃が加わりやすい箇所
でもある。したがって、開口部の側縁は内装化粧材の亀裂やシワが発生しやすい箇所とな
るので、開口部の上方及び／又は下方に目地間隙を設けて、上張りボード及び内装化粧材
の変位を吸収することで、内装化粧材の亀裂やシワの発生を効果的に抑制することができ
る。
【００１６】
　本発明の壁面構造によると、上述のように壁面構造に加わる荷重が集中しやすい箇所で
ある開口部の側縁から面内方向に５００ｍｍ以内の位置に目地間隙を設けて上張りボード
及び内装化粧材の変位を吸収することで、開口部の付近に荷重が集中することを抑制する
ことができ、内装化粧材の亀裂やシワの発生を効果的に抑制することができる。
【００１７】
　本発明の壁面構造によると、上述のように開口部の付近に目地間隙を設けて壁面構造に
加わる荷重を吸収しているが、このような開口部が所定距離以上設けられない無開口壁面
部にも所定距離未満の均等間隔で目地間隙を設けることで、当該無開口壁面部における内
装化粧材の亀裂やシワの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】壁面構造の外観構成を説明する斜視図。
【図２】壁面構造の全体構成を説明する断面図及び拡大図
【図３】目地部材の構成を説明する斜視図。
【図４】下地スタッドに固定金具を固定した状態を説明する斜視図。
【図５】一対の下地スタッドの間に目地裏ボードを固定した状態を説明する斜視図。
【図６】一対の下地スタッドの間に目地裏ボードを固定した状態を説明する断面図。
【図７】下地スタッドに下張りボードを固定した状態を説明する斜視図。
【図８】下地スタッドに上張りボードを固定した状態を説明する斜視図。
【図９】下地スタッドに上張りボードを固定した状態を説明する断面図。
【図１０】目地間隙に目地部材を挿入した状態を説明する斜視図。
【図１１】目地間隙を形成する位置を説明する一部省略間取り図。
【図１２】開口部の近辺に目地間隙を形成する状態を説明する正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る壁面構造１の実施形態について各図を参照しつつ説明する。本実施
形態の壁面構造１は屋内空間を仕切る界壁、間仕切壁、又は防火区画の壁面構造１であっ
て、内装化粧材４の下地となる板材を２重に設けることで要求される耐火性能を満たす壁
面構造１である。壁面構造１は、図１及び図２に示すように、側面がそれぞれ突き合わせ
られる複数の下張りボード２と、下張りボード２に重ねて固定される複数の上張りボード
３と、上張りボード３に貼り付けられる内装化粧材４と、互いに隣り合う前記上張りボー
ド３の間に形成された目地間隙５に挿入される目地部材６と、目地間隙５と重なる位置で
、下張りボード２の壁内側に重ねて設けられる目地裏ボード７と、目地裏ボード７を固定
する固定金具８と、上張りボード３、下張りボード２、及び目地裏ボード７を支持する下
地スタッド９とを備えている。なお、本実施形態において、「壁内側」とは、壁面構造１
の面外方向で壁の内部に向かう方向をいい、「壁外側」とは、壁面構造１の面外方向で壁
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の外部に向かう方向をいう。
【００２０】
　下張りボード２、上張りボード３、及び目地裏ボード７はそれぞれ同一厚さで同一性能
の石こうボードである。これら下張りボード２、上張りボード３、及び目地裏ボード７は
２重に配置した場合に要求される耐火性能を満たすことができるように構成されている。
なお、下張りボード２、上張りボード３、及び目地裏ボード７は、石膏ボードに限定され
るものではなく、耐火性能を満たすことのできる材料として認められた材料であればよい
。また内装化粧材４は上張りボード３の壁外側の面にパテによって貼り付けられる内装ク
ロスである。
【００２１】
　下張りボード２は、床面から天井裏又は小屋裏までの空間を仕切ることができる高さを
有する平板である。下張りボード２の幅は例えば２５００ｍｍ程度であるが、納まりに応
じて切断して幅方向の長さを調節する。隣接する下張りボード２は互いの側面が当接する
ように隙間なく配置されている。上張りボード３は下張りボード２と同じ高さで下張りボ
ード２と同じ幅に形成されており、納まりに応じて切断して幅方向の長さを調節する。上
張りボード３は、所定のルールにしたがって、隣接する上張りボード３の間に目地間隙５
を形成するとともに、目地間隙５が形成されない位置では上張りボード３同士の側面を当
接させて隙間なく配置されている。目地間隙５は幅が１３ｍｍから１４ｍｍで上張りボー
ド３の厚さ分の深さを有している。目地間隙５の壁内側には下張りボード２の突き合わせ
部１０が配置される。目地裏ボード７は下張りボード２及び上張りボード３と同じ高さで
、幅が５００ｍｍほどの平板であり、両側の下地スタッド９の間に納まる。目地裏ボード
７は目地間隙５の壁内側に重なる位置にのみ配置されており、他の部分には配置されてい
ない。
【００２２】
　固定金具８は、目地裏ボード７を下地スタッド９に固定するための金具であり、平板を
Ｚ字状に折り曲げて形成されている。下地スタッド９は上下に配置される図示しない２本
のランナーに固定されて床面から天井裏又は小屋裏にまで延びている。下地スタッド９は
下張りボード２の壁内側で目地間隙５の両側にそれぞれ立設される一対の鋼製スタッドで
ある。固定金具８はそれぞれの下地スタッド９に例えば５００ｍｍピッチで複数固定され
ている。固定金具８はそれぞれの下地スタッド９の壁外側の面に当接して固定される固定
部１１と、固定部１１の側縁から隣接する下地スタッド９に対向するように壁内側に向か
って延びる連結部１２と、連結部１２の壁内側の端縁から隣接する下地スタッド９側に向
かって延びるボード受け部１３とを有している。ボード受け部１３は固定部１１よりも目
地裏ボード７の厚さ分、壁内側に配置されており、目地裏ボード７を一対の下地スタッド
９の間に配置したときに、目地裏ボード７の壁内側の面をボード受け部１３が受けること
ができる。
【００２３】
　目地部材６は、隣り合う上張りボートの間に形成した目地間隙５に挿入される長尺な樹
脂製の可撓性材料から構成されている。目地部材６は、図３に示すように、第一分割体１
４及び第二分割体１５の２つの分割体に分離可能に形成されている。第一分割体１４は、
一方の上張りボード３に固定されるものであり、一方の上張りボード３の壁外側の面に当
接する第一表板部１６と、第一表板部１６の端縁から上張りボード３の側面に沿って略垂
直をなして延出する平板状の延出部１７と、延出部１７の壁内側の端部から第一表板部１
６と略平行に第一表板部１６と逆方向に延びる裏板部１８とを有している。
【００２４】
　また、第二分割体１５は、他方の上張りボード３の壁外側の面に当接する第二表板部１
９と、第二表板部１９の端縁から目地間隙５の一部を覆いつつ、目地間隙５に挿入されて
裏板部１８に当接する四角筒状の筒部２０とを有している。裏板部１８及び筒部２０は互
いに固定されておらず、第一分割体１４及び第二分割体１５は互いに相対移動可能となっ
ている。第一分割体１４の延出部１７と、第二分割体１５の筒部２０との間には、隙間が
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設けられている。第一表板部１６及び第二表板部１９にはそれぞれ多数のパテ孔が形成さ
れており、内装化粧材４を貼り付ける際にパテ孔にパテが入ることで、上張りボード３と
目地部材６と内装化粧材４とが一体的に固定される。
【００２５】
　一方の上張りボード３の壁外側に貼付される内装化粧材４は、第一分割体１４の第一表
板部１６に固定されて折れ曲がり、当該内装化粧材４の端縁が延出部１７に貼り付いて延
出部１７と筒部２０との間の隙間に挿入されている。また、他方の上張りボード３の壁外
側に貼付される内装化粧材４は、第二分割体１５の第二表板部１９及び筒部２０に固定さ
れて折り曲がり、当該内装化粧材４の端縁が筒部２０に固定されつつ延出部１７と筒部２
０との間の隙間に挿入されている。
【００２６】
　以上のように構成される壁面構造１を施工する際には、まず、床面及び天井裏又は小屋
裏にそれぞれ水平に配置される図示しないランナー材に下地スタッド９の上下端部をそれ
ぞれ固定して、一対の下地スタッド９を立設する。そして、図４に示すように、固定され
た一対の下地スタッド９に所定ピッチで固定金具８を配置し、当該固定金具８の固定部１
１を下地スタッド９に金具固定用ビス２１で固定する。
【００２７】
　そして、次に、図５及び図６に示すように、目地裏ボード７を下地スタッド９の間に挿
入し、固定金具８のボード受け部１３に目地裏ボード固定用ビス２２で固定する。目地裏
ボード７は、一対の下地スタッド９の間に収まり、下地スタッド９の壁外側の面と目地裏
ボード７の壁外側とがほぼ面一となるように配置される。そして、図７に示すように、下
張りボード２を下地スタッド９の壁外側の面に下張りボード固定用ビス２３で固定する。
下張りボード２は互いに隣接する下張りボード２の側面同士が当接して形成される突き合
わせ部１０が目地裏ボード７の幅方向の中心となるように配置される。
【００２８】
　そして、次に、図８及び図９に示すように上張りボード３を下張りボード２の壁外側の
面に固定する。上張りボード３は、下張りボード２を貫通して下地スタッド９に螺合する
上張りボード固定用ビス２４で固定する。上張りボード３は、下張りボード２の突き合わ
せ部１０の壁外側に目地間隙５が形成されるように配置される。このように上張りボード
３は下張りボード２を貫通する上張りボード固定用ビス２４によって下地スタッド９に固
定されることで、上張りボード３と下張りボード２とは一体的に変位するが、目地裏ボー
ド７は、こられ上張りボード及び下張りボード２とは独立して固定金具８を介して下地ス
タッド９に固定されるので、上張りボード３及び下張りボード２の変位に追従することが
なく、目地裏ボード７に過度の荷重が加わることを抑制できる。
【００２９】
　そして、上張りボード３の間に形成された目地間隙５に図８及び図１０に示すように、
第一分割体１４及び第二分割体１５の２つの分割体からなる目地部材６を挿入する。まず
、第一分割体１４を第一表板部１６と延出部１７とが目地間隙５を挟んで隣り合う一方の
上張りボード３の壁外側の面と目地間隙５側の面との角に当接するように配置して、裏板
部１８が目地間隙５内に配置されるように固定する。そして、第二分割体１５を第二表板
部１９と筒部２０とが他方の上張りボード３の壁外側の面と目地間隙５側の面との角に当
接するように配置して、目地間隙５内で第一分割体１４の裏板部１８に第二分割体１５の
筒部２０が当接するように配置する。そして、図１及び図２に示すように、内装化粧材４
を上張りボード３の壁外側の面に貼り付ける。
【００３０】
　一方の上張りボード３の壁外側の面に貼り付けられる内装化粧材４は、その端部が第一
表板部１６に貼り付けられて、折り曲げられ、延出部１７と筒部２０との間で延出部１７
に貼り付けられる。また、他方の上張りボード３の壁外側の面に貼り付けられる内装化粧
材４は、その端部が第二表板部１９に貼り付けられて、延出部１７と筒部２０との間で筒
部２０に貼り付けられる。このようにして、目地間隙５を挟んで一方の上張りボートに貼
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り付けられる内装化粧材４と他方の上張りボード３に張り付けられる内装化粧材４とが互
いに連結されていないので、この目地間隙５で内装化粧材４の変位を吸収することができ
、内装化粧材４の亀裂やシワの発生を抑制することができる。そして、上張りボード３の
間に形成される目地間隙５の壁内側には、下張りボード２及び目地裏ボード７が２重に配
置されることになるので、壁面構造１に要求される耐火性能を低下させることなく、内装
化粧材４及び上張りボード３の変位を吸収できる。
【００３１】
　以上のような目地部材６が挿入されて、内装化粧材４及び上張りボード３の変位を吸収
する目地間隙５を設ける位置は、壁面構造１に設けられる開口部２５の側縁の上方及び／
又は下方であることが好ましい。例えば図１２（Ａ）に示すように、開口部２５がドアで
ある場合には、当該ドアの側縁の上方に目地間隙５が形成されていることが好ましい。こ
のような開口部２５の上方又は下方は、ドアなどの建具の開閉によって衝撃が加わりやす
く、また、壁面構造１を構成する上張りボード３及び下張りボード２の断面が小さくなる
部分であるので、上張りボード３、下張りボード２、及び内装化粧材４に加わった荷重が
集中しやすい箇所である。したがって、このような箇所に上張りボード３、下張りボード
２、及び内装化粧材４の変位を吸収可能な目地間隙５を設けることで、内装化粧材４に亀
裂やシワが発生することを防止できる。なお、図１２（Ａ）の開口部２５は床面から上方
に所定範囲までが開くドアであるので、開口部２５の側縁の上方にのみ目地間隙５が形成
されているが、たとえが開口部２５が屋内窓のような床面よりも高い位置に設けられる開
口部２５である場合には、開口部２５の側縁の上方及び下方に目地間隙５が設けられるこ
とが好ましい。
【００３２】
　なお、目地間隙５が形成される位置は、これに限定されるものではなく、例えば図１２
（Ｂ）に示すように、開口部２５の側縁から壁面構造１の面内方向に５００ｍｍ以内の位
置に設けられるものであってもよい。すなわち、開口部２５の側縁から５００ｍｍ以内に
目地間隙５が形成されていれば、目地間隙５で上張りボード３、下張りボード２、及び内
装化粧材４の変位を吸収することで、開口部２５側縁への過度な荷重の集中を防ぐことが
でき、内装化粧材４に亀裂やシワが発生することを防止できる。なお、図１２（Ｂ）では
開口部２５の側縁のうち一方の側縁の上方に目地間隙５が形成されるとともに、他方の側
縁から３００ｍｍの位置に目地間隙５が形成されている。目地間隙５の位置はこれに限ら
れず、開口部２５の両方の側縁からそれぞれ５００ｍｍ以内で開口部２５から離間した位
置に目地間隙５が設けられていてもよい。
【００３３】
　また、目地間隙５は上述のような開口部２５に近い位置に設けるものに限られず、例え
ば図１１に示すように、開口部２５が所定距離以上設けられない無開口壁面部２６にも所
定距離未満の均等間隔に設けられることが好ましい。例えば、所定距離は６ｍである。こ
の場合、無開口壁面部２６は、壁面構造１が６ｍ以上形成されており、且つ、当該壁面構
造１に６ｍ以上開口部２５が設けられていない箇所である。そして、無開口壁面部２６に
は６ｍ未満の等間隔で目地間隙５が形成される。すなわち、無開口壁面部２６が６ｍであ
る場合には中心線となる３ｍの位置に目地間隙５が形成される。また、無開口壁面部２６
が１２ｍである場合には、６ｍ未満となる等間隔である４ｍピッチで２本の目地間隙５が
形成される。このように、開口部２５が設けられていない箇所であっても所定距離以上の
長い壁面構造１が設けられている位置では、上張りボード３の変位が大きくなって内装化
粧材４の亀裂やシワが発生しやすくなるので、このような無開口壁面部２６にも目地間隙
５を設けて上張りボード３や内装化粧材４の変位を吸収することで、内装化粧材４の亀裂
やシワの発生を抑制できる。なお、所定距離は６ｍに限定されるものではなく、内装化粧
材４の亀裂やシワが発生する可能性と目地間隙５を形成するコストとを考慮しつつ適切な
距離を設定すればよい。
【００３４】
　以上のように、本実施形態の壁面構造１によると、目地間隙５で上張りボード３及び内
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装化粧材４の変位を吸収して、内装化粧材４の亀裂やシワを抑制しつつ、目地間隙５の壁
内側を下張りボード２及び目地裏ボード７で２重に構成することで、耐火性能の低下を防
ぐことができる。
【００３５】
　本発明の実施の形態は上述の形態に限ることなく、本発明の思想の範囲を逸脱しない範
囲で適宜変更することができることは云うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明に係る壁面構造１は、例えば、集合住宅の界壁などの耐火性能が要求される屋内
壁の壁面構造１として好適である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　　壁面構造
　２　　　下張りボード
　３　　　上張りボード
　４　　　内装化粧材
　５　　　目地間隙
　６　　　目地部材
　７　　　目地裏ボード
　２５　　開口部
　２６　　無開口壁面部

【図１】 【図２】
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